
応募要項 よりたいお店設置事業

(1) 応募資格
・20歳以上
・起業の夢がある方
・宇佐市内または近郊に居住または、出店後居住可能であること
・商店街振興組合活動に積極的にかかわれること
・支店及びフランチャイズは不可

(2)出店者負担
・改装費（補助対象）
・棚、机、厨房設備等の什器類設置費用（一部補助あり）
・家賃等（23年度まで補助あり、補助期間終了後は全額自己負担）

(3)応募から開店までの流れ
①応募用紙に必要事項を記入し送付
②一次審査（書類選考）
③二次審査（面接）
④契約
⑤店舗改装打合せ
⑥開店準備（改装工事等）
⑦開店

(4)応募用紙

四日市商店街振興組合では、本年度から地域住民（特に高齢者）に愛され、頼られる
商店街作りに取り組んでいます（経済産業省商店街活性化事業計画認定1号）。その
なかに住民ニーズに対応したお店の開設を実施するようにしています。家賃や改装
費等低料金でお店が開設できますので、この機会にあなたの夢を実現しませんか？

応募用紙のご請求は、四日市商店街振興組合事務局までメールまたはお電話でご
連絡ください。

応募締切
2010年2月20日（水）必着

門前町四日市商店街　出店者募集！
あなたの感性をいかして、四日市商店街でお店をやってみよう！

低資金で起業
できます

四日市商店街振興組合　担当：金光
大分県宇佐市四日市１３７６－３
（ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟよろ～や）
ＴＥＬ：０９７８－２５－７７７５

メール：sp589rm9@space.ocn.ne.jp

対象店舗の写真

対象店舗の写真


